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賃貸DIYガイドラインの主旨

このガイドラインでは、建築関連法規に基づいたフローチャートを用
いて、あなたのお住まいが安心してDIYが楽しめる建物なのかを簡単
に確認することができます。

背景と目的
近年のDIYブームによって、多くの居住者が「自分の住まいを、自分でつくる」楽しみのある暮らし
に目覚めています。「借主負担DIY型」賃貸借契約を利用してみたい人が５０％を超える(※１）趨勢
の中、この動きは、日本の住生活を豊かにし、すそ野の広がった新しい住産業の発展とともに、「暮
らしの文化」の充実と拡張につながっていくことでしょう。

しかし、一方で賃貸住宅においては、その住戸の「所有と使用」が分かれている中、所有者と賃借者
の間での意識の違いなどが、問題になるケースもあります。

また、その住戸についてのマネジメントも「管理と仲介」という大きく二つの立場があり、それぞれ
の認識の違いもばらばらの現況をつくっています。

DIYブームにおいても、建物自体を安全、安心にしている諸法規について、DIYの現場ではあまりきち
んと認識されていないケースが散見され、結果として居住の安全、安心が損なわれたり、法的な不適
合が生まれる危険性について、多くの人が問題意識を持つようになってきています。

本ガイドラインでは、DIYが持つ「住まい手の暮らしの自由と楽しさ」を、「安全、安心」「法的な
適合」と共存させ、本来の「暮らしの豊かさへの可能性」へとつなぐために「住まい手」「オー
ナー」「管理者」「専門家」の間で、共有されるべきラインを明確にしようと考えています。

このガイドラインを契約時に確認することで、「何ができて、何ができないのか」「どういう安全が
担保されるべきなのか」が明確になり、「住まい手にとっての自由」を「オーナー、管理者にとって
の安心」と結び付け、よりよい暮らしに向かっていく日本の住環境の充実につながると考えておりま
す。

※１ リクルート住まいカンパニー2014年リノベーション・DIYに関する調査
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ピン穴を壁に開けることは賃貸住宅に暮らす多くの方がカレン

ダーやポスターを貼るときに行っており、借主には原状回復義務の

ない行為とされています。しかし、ビス穴を開けて収納棚を設置し

たり、クロスを張り替えたりすることは？ 退去時には元に戻す必要

があり、場合によってはトラブルにもなることから出来れば避けて

欲しい。それが賃貸住宅業界の常識、いわば固定概念とも言えるの

ではないでしょうか。

この壁に穴を開ける、固定概念の向こう側にある貸し方・住まい

方として「ＤＩＹ型賃貸借」があります。それは、貸主の合意・承

諾のもと、借主の暮らしにあわせて家に手を入れる、古くて新しい

賃貸住宅のあり方、増加する空き家を現状有姿で賃貸市場に流通さ

せようという試みです。

しかし、そこには穴を開けて良い壁と、いけない壁があります。

建築基準法、消防法等々、安全を確保するためのルール、当然、こ

のルールに穴を開けるようなＤＩＹは認められません。

この「賃貸ＤＩＹガイドライン」は、一般には難解なこれらの法

令を解きほぐし、所有・管理されている物件、住まわれている居室

で、どのようなＤＩＹが出来るのか、整理をされています。是非、

こうしたガイドラインを参考に、より多くの貸主・借主・管理会社

の方々が「ＤＩＹ型賃貸借」という新しい貸し方・住まい方に一歩

踏み出されることを期待しています。

国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 賃貸住宅対策室

壁に穴を開ける
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ガイドラインの構成

０．この賃貸DIYガイドラインの前提

１．賃貸DIYニーズの現況

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャー
ト

３．内装制限とは

４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例

５．賃貸DIYのオーナー様向け提案書例

６．参考資料

・国土交通省「DIY型賃貸借に関する契約書式例」

・賃貸DIY申請書・承諾書の例
・ＤＩＹ工事の施工手順の例
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０．この賃貸DIYガイドラインの前提
※必ずお読みください

 本ガイドラインにおいて賃貸でのDIYは、貸主や管理会社に申請の
うえ、承諾を得て行うものとします。

 DIYを行う建物が竣工時、合法的な状態で完成されたものであるこ
とを前提とします。

 ガイドラインの内容で不明な点があれば、専門家である建築士に相
談しその助言に従ってください。

 建築基準法、消防法その他安全を守る諸法規、条例に違反すること
はいたしません。（本ガイドラインは、平成３１年４月時点の各規
定に基づきます。）

 躯体、外装（屋根、外壁、外部建具）、共用部分などについては、
DIYで変更することは想定いたしません。

 間取りを変える場合や、用途を変える（住居→オフィス、お店、
シェアハウス、宿泊施設などへ変更する）場合は、本ガイドライン
の範囲を超えるものですので、建築士に相談してください。

 隣家、上下階の他の住民へ迷惑となるDIYはいたしません。
 柱型、戸境壁へのビス打ち、穴あけ、天井の撤去は想定いたしませ
ん。

 電気工事や、水回りの配管に関わる工事は資格者または専門業者に
依頼することを前提といたします。

 キッチンのコンロ、レンジフード、また湯沸かし器など火気使用す
る場所の周辺に可燃性のものを取り付けたり、貼ったりすることは、
燃焼の危険があるので本ガイドラインでは想定いたしません。

 分譲された集合住宅の住戸の場合は、その集合住宅の「管理規約」
がありますので必ずその内容に従うものとします。

 本ガイドラインの法令は平成31年4月25日時点のものです。最新の
規定との整合については必ず建築士にご確認ください。
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１．賃貸DIYニーズの現況
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１．賃貸DIYニーズの現況
リクルート住まいカンパニー調べ

2015年5月住宅に関するオーナー調査（リクルート調べ,全国）
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２．DIYを考えるにあたって安全を確認
するフローチャート
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※本ガイドラインで扱っている法令については、本ガイドライン作成時以降に改正され
ている場合がありますので、ガイドラインを利用する際には各人その時点での最新の法
令をご確認、遵守ください。
また、地域によってはほかに条例によって定められる基準、規制がある場合もあります
ので、不明な点は建築士などの資格者に確認するようお願いいたします。
以上、確認せずにガイドラインを使用した場合に生じた不具合、損害については、ご利
用されたご本人の責になりますことをよろしくご理解ください。



なぜフローチャートなのか

本来の根拠は、建築基準法、消防法の
条文
しかし、建築士などの専門家はともか
く、資格教育を受けていない、一般の
大家さん、管理会社、住まい手には、
読みこなせず、また存在すら知らない
規定となっている。
しかし、DIYの普及と充実の時代には、
担い手であるそれらの人々こそが、こ
れらの規定を知って使わなければなら
ない。
厚い法例集のあちこちをめくりながら、
該当する法規をもれなく把握すること
は、ほぼ現実的ではないと思われる。
具体的な住まいや、住まい方の中で、
安全が守られることこそが、法の精神
であるとすれば、本来は建設の行為を
規定する「行為規定」よりも、使われ
方に安全を担保する、「状態規定」が
望ましいという考え方もあるだろう。
しかし、一足飛びにハードに規定する
前に、DIYの精神的な、自らの安全を
自らで守ることが、このフローチャー
トの目指すところである。

条文の例: 建築基準法

（用語の定義）第二条 この法律において次の各
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。

 七 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、
耐火性能（通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物
の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされ
る性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄
筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定
めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
をいう。

 七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造の
うち、準耐火性能（通常の火災による延焼を抑制するために当該
建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて
同じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国
土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認
定を受けたものをいう。

 八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能
（建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制す
るために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。）に関し
て政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい
塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時におけ
る火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をい
う。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土
交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをい
う。

 九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

 イ その主要構造部が（１）又は（２）のいずれかに該当
すること。（１） 耐火構造であること。（２） 次に掲
げる性能（外壁以外の主要構造部にあつては、（ｉ）に掲
げる性能に限る。）に関して政令で定める技術的基準に適
合するものであること。（ｉ） 当該建築物の構造、建築
設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災
による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。（ｉ
ｉ） 当該建築物の周囲において発生する通常の火災によ
る火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

 ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火
戸その他の政令で定める防火設備（その構造が遮炎性能
（通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備
に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同
じ。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通
大臣の認定を受けたものに限る。）を有すること。

 九の三 準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロの
いずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前
号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

 イ 主要構造部を準耐火構造としたもの

 ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げる
ものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の
防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準
に適合するもの
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あなたのDIYしたい住戸はどのグループ
でしょうか。

どんなDIYが可能
か調べよう！

住戸は戸建て
ですか

鉄筋コンク
リート造（RC
造）ですか？

鉄骨造（S造）
または軽量鉄
骨造ですか？

木造ですか？

ア．
戸建て住宅編へ

イ．
RC造集合住宅編へ

ウ．
鉄骨造集合住宅編へ

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

わからない

わからない

わからない

わからない

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャート

建築士にご相談くださ
い。

エ．
木造集合住宅編へ
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ア．戸建て住宅編

はい

内装制限はありませ
んので、「ガイドラ
インを踏まえたDIYの
実例」などを参考に
DIYを楽しんで頂けま

す。

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャート

DIYしたいのは、
キッチンのあ
る部屋

（DK,LDKを含
む）ですか？
いいえ

キッチンのある部屋（DK.LDK
を含む）には内装制限があり
ます。壁、天井、ともに準不
燃の材料で仕上げなければな
りません。3の「内装制限と
は」をごらんください。

DIYしたいキッ
チンのある部
屋の上に別の
部屋がありま
すか？

いいえ

はい

建築基準法
35条の２

建築基準法施行
令128条の4
第4項

建築基準法施行
令128条の5
第4項

HEAD DIY 2019研究会賃貸 ワーキンググループ 14



イ．RC造集合住宅編

住戸は100㎡
以上ですか？

はい

いいえ

住戸は11階以
上にあります

か？ はい

いいえ

内装制限があります。
壁・天井共に難燃の材料
で仕上げる必要がありま
す。3の「内装制限と
は」をごらんください。

イ－２．消防
法について
をご覧くださ

い。

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャート

集合住宅は
3階建て以上
の建物です
か？

いいえ

耐火建築物で
すか？

はい
はい

建築士に相談
してください。

いいえ

※耐火建築物に
ついては３－１
をご覧ください

建築基準法27条
第1項

建築基準法27条
第1項ただし書き

建築基準法施行令
112条
第5項

建築基準法施行令
112条
第6項

建築基準法施行令
112条
第6項
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イ－２．消防法について（耐火建築物と規模か
ら）

※屋内消火栓とは

内装制限は
ありません
ので、「ガ
イドライン
を踏まえた
DIYの実例」
などを参考
にDIYを楽し
んで頂けま
す。

集合住宅に屋
内消火栓は設
置されていま
すか？

いいえ

内装制限があります。
壁・天井共に難燃の
材料で仕上げる必要
があります。3の
「内装制限とは」を
ごらんください。

集合住宅全体
の延べ面積は

1400㎡以上
ですか？

はい

いいえ

内装制限はありま
せんので、「ガイ
ドラインを踏まえ
たDIYの実例」など
を参考にDIYを楽し
んで頂けます。

集合住宅全体
の※延べ面積

は
2100㎡以上
ですか？

いいえ

内装制限はありませ
んので、「ガイドラ
インを踏まえたDIYの
実例」などを参考に
DIYを楽しんで頂けま

す。

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャート

はい

集合住宅の4
階以上の各階
の床面積が
300㎡以上
450㎡未満
ですか？

はい

いいえ

はい

消防法施行令
11条
第1項

消防法施行令
11条
第1項

消防法施行令
11条
第1項

消防法施行令
11条
第2項

消防法施行令
11条
第2項
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※延べ面積について
は、3-8関連用語集
をご覧ください。



ウ．鉄骨造集合住宅編

DIYしたいの
は、キッチ
ンのある部
屋（DK,LDK
を含む）で
すか？

はい

いいえ

DIYしたい住
戸の上には
別の住戸が
ありますか。

はい

いいえ

ウ－２．
消防法に
ついてを
ご覧くだ
さい。

キッチンのある部屋
（DK,LDK含む）には内
装制限があります。壁、
天井、ともに準不燃の
材料で仕上げなければ
なりません。
3の「内装制限とは」
をごらんください。

集合住宅の
2階部分の全
体床面積が

300㎡を超え
ますか？

いいえ

内装制限があります。壁・天井共
に難燃の材料で仕上げる必要があ
ります。
三階以上の場合は天井を準不燃材
料で仕上げる必要があります。
3の「内装制限とは」をごらんく
ださい。

はい

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャート

集合住宅は
３階建て以
上の建物で
すか？

いいえ

はい

建築士にご
相談くださ

い

集合住宅は
4階建て以上
の建物です
か？

いいえ

はい

イ.RC造集
合住宅編を
ご覧くださ
い。

建物は耐火
建築物です
か？（※耐
火建築物につ
いては3-1参

照）

はい

いいえ/
わからな
い

建築基準法
27条
第1項

建築基準法
27条
第1項

建築基準法
27条
第1項・別表第1

建築基準法
35条の２

建築基準法施行令
128条の4
第1項

建築基準法施行令
128条の4
第4項

建築基準法施行令
128条の5
第6項

建築基準法施行令
128条の5
第1項
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ウ－２．消防法について（準耐火建築物と規模か
ら）

内装制限はあ
りませんので、
「ガイドライ
ンを踏まえた
DIYの実例」な
どを参考にDIY
を楽しんで頂
けます。

集合住宅に屋
内消火栓は設
置されていま
すか？

いいえ

集合住宅全体
の延べ面積は

700㎡以上
ですか？

はい

いいえ

内装制限がありま
す。壁・天井とも
に難燃の材料で仕
上げる必要があり
ます。３．の「内
装制限とは」をご
覧ください。

集合住宅全体
の※延べ面積

は
1400㎡以上
ですか？

いいえ

内装制限はありま
せんので、「ガイ
ドラインを踏まえ
たDIYの実例」な
どを参考にDIYを
楽しんで頂けます。

はい

内装制限はありま
せんので、「ガイ
ドラインを踏まえ
たDIYの実例」な
どを参考にDIYを
楽しんで頂けます。

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャート

はい

※屋内消火栓

消防法施行令
11条
第1項

消防法施行令
11条
第1項

消防法施行令
11条
第2項

消防法施行令
11条
第2項
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※延べ面積については
3-8関連用語集をご覧
ください。



エ．木造集合住宅編

内装制限があります。
DIYしたい部屋がキッチン

（DK,LDKを含みます）の場合、
壁、天井共に準不燃の材料に
する必要があります。

その他の部屋の場合は、仕上
げは難燃の材料でなければな
りません。３．の「内装制限
とは」をご覧ください。

DIYしたい住
戸の上には別
の住戸があり
ますか？

いいえ

DIYしたいの
は、キッチン
のある部屋
（DK, LDKを含
みます）です

か？

はい

いいえ

内装制限がありま
す。壁・天井とも
に準不燃の材料で
仕上げる必要があ
ります。３．の
「内装制限とは」
をご覧ください。

集合住宅は3
階建て以上の
建物ですか？

いいえ

内装制限はありま
せんので、「ガイ
ドラインを踏まえ
たDIYの実例」など
を参考にDIYを楽し
んで頂けます。

はい 建築士にご相談く
ださい

２．DIYを考えるにあたって安全を確認するフローチャート

はい

集合住宅全体
の延べ面積は

200㎡以上
ですか？

いいえ

はい

建築基準法
27条
第1項ただし書き

建築基準法施行令
128条の4
第1項

建築基準法施行令
128条の4
第4項

建築基準法施行令
128条の4
第4項

建築基準法施行令
128条の5
第6項
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３．内装制限とは
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３−１．内装制限とは？
耐火建築物/準耐火建築物とは？
・一般的制限

内装制限とは、火災に際して安全に避難するための時間
を確保する目的で、建築物の火災初期の燃焼を妨げるた
めに、室内の壁や天井の仕上げを不燃性または難燃性の
ものに限定する規定のことです。
この内装制限は、不特定多数の人が使う建物（建築基準法で特
殊建築物と分類されるもの）、一定規模以上の建築物、火気を
使用する室のある建築物、無窓の居室を持つ建築物などが対象
となります。
不燃性能に関して政令で定める技術的水準に適合する建築材料
には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の三つがあり、不燃性
の高さについては、不燃、準不燃、難燃の順番として定められ
ています。（３－３を参照ください。）
耐火建築物/準耐火建築物とは、一定の延焼防止性能や、火災
による倒壊に対しての耐火性能を持つ建築物のことです。耐火
/準耐火建築物かどうかは「建築確認申請書」の第四面や竣工
図の「設計概要」を見ることで確認できます。

建築確認申請書の第四面。図は耐火建築物の欄に■が記載されているので、耐火建築部であることがわ
かる。
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３−２．内装制限とは
・機能、部分による制限

内装制限の対象となる、＜不特定多数の人が使う建物（建築基
準法で特殊建築物と分類されるもの）＞、＜一定規模以上の建
築物＞、＜火気を使用する室のある建築物＞、＜無窓の居室を
持つ建築物＞とは以下のものになります。
特殊建築物： 建築基準法第二条二項で定められた「学校（専
修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病
院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンス
ホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、
工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、
汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物のことで
す。
規模による制限の対象となる建物： 階数が3以上で延べ面積
が500㎡を超えるもの、階数が2で延べ面積が1,000㎡を超え
るもの、階数が1で延べ面積が3,000㎡を超えるものは、 （用
途にかかわらず）難燃以上にしなければなりません。
火気を使用する室： 建築物の調理室、浴室、その他の室でか
まど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたものは
内装制限の対象になります。
（設備の発生する熱量により除外されるものもあります。）
無窓の居室： 窓その他の開口部を有しない居室および排煙上
有効な開口のない居室は内装制限の対象となります。
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３−３．内装制限とは
具体的な材料種類

内装制限に示される不燃、準不燃、難燃とは

内装制限がある場合はその指示に従って不燃、準不燃、難燃の
材料を使わなければなりません。
加熱開始から材料が燃え始めるまでの時間によって不燃、準不
燃、難燃の種類が分かれています。不燃20分、準不燃10分、
難燃5分です。もっとも燃えにくいのが不燃です。
より燃えにくい材料はそれより燃えやすい材料の代わりに使え
ます。不燃の材料は準不燃、難燃の代わりに使えます。準不燃
は難燃の代わりに使えます。
不燃材料には以下のものが国土交通省によって定められていま
す。これ以外の材料でも基準を満たしたものは不燃材料になっ
ています。
コンクリート
れんが
瓦
陶磁器質タイル
繊維強化セメント板
厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
鉄鋼
アルミニウム
金属板
ガラス
モルタル
しっくい
石
厚さが12mm以上のせっこうボード（ボード用紙
原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。）
ロックウール板
グラスウール板
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３−４．内装制限とは
キッチンのある部屋の内装制限
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３−５．内装制限とは
材料種類

どのように材料を探せば良いのでしょうか

 Web検索で「木材 不燃」というように使いたい材料と不燃、
準不燃、難燃いずれかのキーワードを並べて検索すると材料を
調べることができます。画像検索はイメージもわかって便利で
す。
検索ワード例：「木材 不燃」「壁紙 不燃」「壁紙 準不
燃」 など
すでに使いたい材料がある場合は不燃、準不燃、難燃の国土交
通省の認定が取れているかを確認しましょう。認定が取れてい
る建材は製品説明に書いてあります。書かれていないものは認
定が取れていない可能性が高い材料ですので内装制限がある部
屋での使用は控えましょう。
建材ショップで建材を見てもわからない場合はスタッフに確認
しましょう。
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３−６．内装制限とは
内装制限ある場合の事例
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３．内装制限とは

例えばこんなDIYがやりたい場合

①LDKの壁に壁紙を貼りたい
②キッチンにモザイクタイルを貼りたい
③洋室の床にクッションフロアを貼りたい
④洋室の壁に珪藻土を塗りたい

フローチャートで調べた結果「内装制限あり」となった場合でも、出来るDIYはたくさ
んあります。
「キッチンのある部屋は準不燃の材料」「その他の部屋は難燃の材料」となった事例
で考えてみましょう。

内装制限があります。
DIYしたい部屋がキッチン

（DK,LDKを含みます）の場合、
壁、天井共に準不燃の材料に
する必要があります。

その他の部屋の場合は、仕上
げは難燃の材料でなければな
りません。３．の「内装制限
とは」をご覧ください。



３−６．内装制限とは
内装制限ある場合の事例
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３．内装制限とは

①LDKの壁に壁紙を貼りたい場合

メーカーや販売店のサイトで、貼りたい壁紙の商品の詳細を
確認します。

 例：商品名 リーガル The Bloominghouse 5 R0103

壁紙の防火性能は、石膏ボードなどの下地と、上に貼る壁紙の
施工方法との組み合わせで認定されますので、今回の事例の場
合は下地も準不燃以上のものである必要があります。既存の壁
紙の上から貼ると、認定された施工方法から変わってしまうた
め、剥がしてから貼るようにして下さい。

この壁紙は不燃の
材料でした。

今回の事例では、
LDKの壁は準不燃
以上の材料なら
使用可能です。



３−６．内装制限とは
内装制限ある場合の事例
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３．内装制限とは

②キッチンにモザイクタイルを貼りたい場合

コンロ周りの壁は地域により規制が異なりますが、可燃物は基
本的に使用できません。
建物のある地域の消防署のホームページでご確認下さい。
モザイクタイルは不燃の材料のため、問題ありません。
（３－３．内装制限とは 具体的な材料種類のページを参照）

 例：商品番号 MM-10/SA-54

モザイクタイルは
国土交通省の定める

不燃材料
「陶磁器質タイル」

です。



３−６．内装制限とは
内装制限ある場合の事例
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③洋室の床にクッションフロアを貼りたい場合

床については内装制限対象外のため、問題ありません。

例：商品番号 HM-4029

火は上に向かって
燃え広がるので、
内装制限では

室内の壁や天井の
仕上げについて
規定しています。



３−６．内装制限とは
内装制限ある場合の事例
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３．内装制限とは

④洋室の壁に珪藻土を塗りたい場合

メーカーや販売店のサイトで、貼りたい壁紙の商品の詳細を
確認します。

例：商品名 Decor STUCCO vieux jeans（ビウ ジーン）

個別認定制度における認定番号は、不燃の防火性能を有するもの
は NM、準不燃は QM、そして難燃は RMの記号が頭についた 4 
桁の番号となります。不燃材料を定める件（国土交通省告示第
1178号）に例示されていない珪藻土塗り壁材の場合は、上記条
件を満たしていることを国土交通省から指定された性能評価機関
で確認し、国土交通大臣から認定されたものが不燃材料として使
えます。

この珪藻土は不燃
の材料でした。
今回の事例では、
洋室の壁は難燃
以上の材料なら
使用可能です。



３−７ 柱型・戸境壁について
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３．内装制限とは

柱型や戸境壁に
DIYしたい場合、
2×4材に被せ、
天井と床を
突っ張って

新しい柱を作る
DIYパーツを
利用すれば、

壁に穴をあけなく
て済みます。



３−８ 関連用語集

■法規用語
・内装制限→3-1をごらんください。
・耐火建築物→鉄筋コンクリート造、耐火被覆をした鉄骨造等が主になりますが、最近で
は木造で耐火認定を取った建築物があります。通常の火災により、一定時間倒壊、及び延
焼しない事が求められています。
主要構造部（柱・梁・最下階を除く床・壁・屋根・階段等）を耐火構造とするか、耐火性
能検証法により耐火構造と同等の性能を持つ構造であると認定を受けた構造であり、外壁
の延焼の恐れのある部分のある開口部に防火設備を設けた建築物のことです。う
・準耐火建築物→木造、鉄骨造が主となります。通常の火災により、一定時間延焼しない
事が求められています。
主要構造部（柱・梁・最下階を除く床・壁・屋根・階段等）を準耐火構造とする（イ準
耐）か、外壁、屋根を特定の構造とする（ロ準耐-1）か、柱、梁を不燃とし、外壁、屋根
を特定の構造とする（ロ準耐-2）とし、かつ外壁の延焼の恐れのある部分のある開口部に
防火設備を設けた建築物のことです。
・不燃・準不燃・難燃→3.3をごらんください。
・防火地域・準防火地域→都市の中で人や物が集中し機能する場所で、災害時に特に火災
を防ぐべき場所において指定された地域です。それぞれ、建築物を火災に強い構造でつく
るよう規定されています。ある程度以上の規模の建築物はそれぞれ防火地域→耐火構造、
準防火地域→準耐火構造としなければなりません。
・特殊建築物→3.2をごらんください。
・防火区画→火災が起きたときに、延焼することを防ぐために作られた区切りのことです。
一般に防火扉が閉じることで区切る構造になっています。
・延べ面積→各階すべての床面積を合計した面積数値のことです。通常、確認申請書の建
築概要欄に示されています。建築の規模を表し、その規模によって適用される法規がりま
す。
・鉄筋コンクリート造（RC造）→コンクリートを鉄筋で補強した構造形式です。
・鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）→鉄骨骨組みの周り鉄筋を配し、コンクリートを打
ち込んだ構造形式です。
・鉄骨造（S造）→主要な骨組みに鉄鋼材を用いて組み立てた構造形式です。
・住戸→一つ一つの住宅のことです。
・戸建て住宅・集合住宅→一棟の中に一つの住宅しかないものを戸建て住宅といい、複数
の住宅が集まっているものを集合住宅といいます。
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例

 この実例編は、「ガイドラインを踏まえ
た賃貸DIYとはどういうものか」を説明す
るための資料としてまとめたものになり
ます。

 実際に行われるDIYの実例と、その中で注
意すべき「安全」の内容について、写真
とキャプションでご覧いただきます。
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写真提供:『セルフリノベーションの教科書』（坂田夏水著/誠文堂新光
社 刊）
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例
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４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例



HEAD DIY 2019研究会賃貸 ワーキンググループ 42

４．ガイドラインを踏まえたDIYの実例



5. 賃貸DIYのオーナーの皆様向け提案書
例

 次に添付する提案書例は、これから住ま
い手に賃貸DIYを提供することを考えてい
るオーナーの皆様に、「賃貸DIYとはどう
いうものか」「どういうメリットがある
のか」「その手順について」などを説明
提案するための資料としてまとめたもの
になります。

 賃貸DIYが住まい手の文化として成長して
いくためには、貸主であるオーナーの皆
様のご理解が不可欠です。その理解をい
ただく資料として、また内容を理解する
ことで「安心」して賃貸DIYを許可いただ
くための要点がまとめられています。
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オーナーの皆様へ

賃貸DIYのご提案



 賃貸住宅の入居者ニーズは多様化しており、「自分好みに部屋
を変更したい」という入居者が増えています。

 今までは「トイレに棚をつけたい」「リビングに好きな壁紙を
貼りたい」と思っても原状回復義務があり、入居者はそういっ
た望みを叶えることが出来ませんでした。

 賃貸DIYとは、入居者自身が自分らしく暮らすために、自由に
室内に手を加えることが出来るという新しい貸し方です。

 オーナーや管理会社に許可を取ったＤＩＹ工事については、入
居者自身や入居者が依頼した専門業者が行い、退去時には原状
回復義務が免除されます。

賃貸DIYとは

賃貸DIYのメリット
 暮らしに関心がある入居者が集まりやすくなります。

 自分好みに変更した部屋には愛着を感じるため、長く大切に住
んでくれる可能性が高くなります。

 築年数が古い物件でも、新たな魅力付けが可能です。

 DIY工事は原則的に入居者負担で行うため、次の入居募集時にも
残せるものが、オーナー様に負担なく設置できる可能性があり
ます。

 入居中のお部屋にも使える仕組みのため、入居者の不便を解消
し、満足度を高め、結果として長期入居に繋がる可能性があり
ます。
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 本ガイドラインにおいて賃貸でのDIYは、貸主や管理会社に申
請のうえ、承諾を得て行うものとします。

 DIYを行う建物が竣工時、合法的な状態で完成されたものであ
ることを前提とします。

 ガイドラインの内容で不明な点があれば、専門家である建築士
に相談しその助言に従ってください。

 建築基準法、消防法その他安全を守る諸法規、条例に違反する
ことはいたしません。（本ガイドラインは、平成３１年４月時
点の各規定に基づきます。）

 躯体、外装（屋根、外壁、外部建具）、共用部分などについて
は、DIYで変更することは想定いたしません。

 間取りを変える場合や、用途を変える（住居→オフィス、お店、
シェアハウス、宿泊施設などへ変更する）場合は、本ガイドラ
インの範囲を超えるものですので、建築士に相談してください。

 隣家、上下階の他の住民へ迷惑となるDIYはいたしません。
 柱型、戸境壁へのビス打ち、穴あけ、天井の撤去は想定いたし
ません。

 電気工事や、水回りの配管に関わる工事は資格者または専門業
者に依頼することを前提といたします。

 キッチンのコンロ、レンジフード、また湯沸かし器など火気使
用する場所の周辺に可燃性のものを取り付けたり、貼ったりす
ることは、燃焼の危険があるので本ガイドラインでは想定いた
しません。

 分譲された集合住宅の住戸の場合は、その集合住宅の「管理規
約」がありますので必ずその内容に従うものとします。

 2018年6月27日公布の「建築基準法の一部を改正する法律(平
成30年法律第67号)」については、平成31年4月25日時点で施
行前のため、本ガイドラインは対応しておりません。施行後の
本ガイドライン利用については建築士にご確認いただくか、対
応後修正されたガイドラインをお使いください。

賃貸DIYの前提
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ＤＩＹ工事可能な範囲は、原則「室内の躯体の内側、構造に関わ
る箇所以外」ですが、オーナー様のお考えや建物の状況などによ
り、ＤＩＹ可能な範囲をさらに限定することができます。

DIY可能な範囲を決めておく

例１）築年数が浅め、広範囲のＤＩＹは不安な場合など→原則に
加え、「ＤＩＹ可能な範囲を壁に限定」
そのままでも住めてＤＩＹも可能。ＤＩＹ初心者に好まれます。

例２）数年後に建て替えを検討している、リフォーム代の負担を
減らしたい場合など→ 原則どおり「室内の躯体の内側、構造に関
わる箇所以外」
ＤＩＹ上級者に好まれます。オーナー様は原状回復工事の一部が
不要となりコスト削減でき、その分家賃を安くして貸し出せば入
居者にもメリットがあります。

実際の工事は申請、承諾のプロセスを経て行われますが、ＤＩＹ
をして欲しくない場所があれば先に指定しておきます。
（キッチンは交換済みのためDIY不可、リビング床フローリング
はDIY不可など）

◆想定されるＤＩＹ工事◆
・床フローリングやクッションフロアの張替え
・壁一面に本棚を施工
・洗面台の交換

◆想定されるＤＩＹ工事◆
・壁に好きな色のペンキを塗る
・好きな壁紙を貼る
・壁に釘を打って棚を取りつける
・壁に絵を飾ったり、時計や鏡を取りつける
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① ＤＩＹ可能な範囲を決めます。

② ＤＩＹ可能物件として入居募集を行います。

③ 入居申込があったら賃貸借契約へと進みますが、契約書には
ＤＩＹについての特約事項を盛り込んでおきます。特約を決
めるにあたっては、賃貸ＤＩＹガイドラインや、国交省のＤ
ＩＹ型賃貸借の契約書式例などを参考にしてください。

④ 入居者からＤＩＹ工事の申請が来ます。

⑤ 申請内容を確認し、そのまま承諾してよいか、一部条件付き
（部分的に専門業者に依頼、部分的に原状回復義務ありなど）
で承諾するかなどを精査し、入居者へＤＩＹ工事の承諾の連
絡を行います。

⑥ 入居者自身や入居者が依頼した専門業者によってＤＩＹ工事
が行われます。

⑦ 必要に応じて完了報告をもらいます。

賃貸DIYの流れ

内装制限を調べる
所有されている建物の構造や規模により、室内に内装制限がある
場合があります。
内装制限の有り、無しについては、賃貸ＤＩＹガイドラインのフ
ローチャートで調べて下さい。
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6. 参考資料

国土交通省公表書式を参考にした特約・合意書・申請書・承
諾書の例

・DIY工事の施工手順の例
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国土交通省公表書式を参考にした特約・合意書・申請書・承諾書の例

国土交通省の公表している契約書式例は、
申請書→承諾書・合意書
の順番ですが、この例では、空室をリフォームする際に入居者による
DIYが可能な箇所を作り（壁一面を下地だけで引渡し、入居者が好きな
壁紙を貼れるようにする等）ほぼ全員が入居後にDIYすることを想定し
ているため、
賃貸借契約と当時に合意書作成→申請書・承諾書
の順番で行う形式で作成しています。
DIY可能賃貸に初めて取り組む際は、【DIY出来る場所】と【DIYして
よい行為（穴あけのみ、壁紙貼りのみ等）】を限定するとやりやすい
と思われます。
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国土交通省公表書式を参考にした特約・合意書・申請書・承諾書の例
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国土交通省公表書式を参考にした特約・合意書・申請書・承諾書の例
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国土交通省公表書式を参考にした特約・合意書・申請書・承諾書の例
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国土交通省公表書式を参考にした特約・合意書・申請書・承諾書の例
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